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図表１ 雇用情勢について

資料出所：総務省統計局「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」
注）グラフのシャドーは景気後退期。

○ 平成27年（2015年）９月の有効求人倍率は1.24倍、完全失業率は3.4％となっている。
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図表２ 日銀短観 雇用人員判断D.I.

○

資料出所 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
（注） グラフのシャドーは景気後退期。

○ 今回の景気回復局面では、リーマンショック前よりも雇用の不足感が高まっている。
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図表３ まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）の概要

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住
みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生（※）に関する施策を総合的か
つ計画的に実施する。
※まち・ひと・しごと創生：以下を一体的に推進すること。
まち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成
ひと…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保
しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出

基本理念（第２条）

①国民が個性豊かで魅力ある地域社会で潤いのある豊かな生活を営めるよ
う、それぞれの地域の実情に応じた環境を整備

②日常生活・社会生活の基盤となるサービスについて、需要・供給を長期的
に見通しつつ、住民負担の程度を考慮して、事業者・住民の理解・協力
を得ながら、現在・将来における提供を確保

③結婚・出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚・
出産・育児について希望を持てる社会が形成されるよう環境を整備

④仕事と生活の調和を図れるよう環境を整備

⑤地域の特性を生かした創業の促進・事業活動の活性
化により、魅力ある就業の機会を創出

⑥地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力に
よる効率的かつ効果的な行政運営の確保を図る

⑦国・地方公共団体・事業者が相互に連携を図りなが
ら協力するよう努める

内容：まち・ひと・しごと
創生に関する目標や施策
に関する基本的方向等

※人口の現状・将来見通
しを踏まえるととも
に、客観的指標を設定

本部長：
内閣総理大臣

副本部長（予定）：
内閣官房長官
地方創生担当大臣

本部員：
上記以外の全閣僚

まち・ひと・しごと
創生本部

（第11条～第20条）

まち・ひと・しごと創生
総合戦略（閣議決定）

（第８条）

案の作成
実施の推進

実施状況の
総合的な検証

内容：まち・ひと・しごと創生に関する目
標や施策に関する基本的方向等

都道府県まち・ひと・しごと創生
総合戦略（努力義務）（第９条）

勘案

勘案

施行期日：公布日（創生本部・総合戦略に関する規定は、公布日から１か月を超えない範囲内で政令で定める日）

勘案

目的（第１条）

内容：まち・ひと・しごと創生に関する目
標や施策に関する基本的方向等

市町村まち・ひと・しごと創生
総合戦略（努力義務）（第10条）
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図表４ー① 就業率の推移（男）

○○ 男性の就業率は、25～34歳、35～44歳、45～54歳といった働き盛りの層で低下傾向にある。
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資料出所：総務省統計局「労働力調査」
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図表４ー② 就業率の推移（女）
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資料出所：総務省統計局「労働力調査」

○ 女性の就業率は、25～34歳、35～44歳、45～54歳、55～64歳の全てで上昇傾向にある。○
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図表５ 雇用形態別雇用者数の推移等
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（資料出所）平成10年までは総務省統計局「労働力調査（特別調査）」（2月調査）、平成15年以降は総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」（年平均）
（注）1）平成17年から平成23年までの数値は、平成22年国勢調査の確定人口に基づく推計人口(新基準）に切替え集計した値。

2）平成23年の数値、割合及び前年差は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値。
3）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。
4）正規雇用労働者：勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。
5）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
6）割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める割合。

正規：男性

正規：女性

非正規：男性

非正規：女性

非正規雇用労働者の割合

雇用形態別雇用者数の推移

○
○ 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は、1991年（平成３年）には約２割であったが、
2003年（平成15年）には３割を超え、2014年（平成26年）には37.4％となっている。

（万人）

【19.8％】

【30.4％】【23.6％】 【31.4％】 【32.6％】 【33.0％】 【33..5％】 【34.1％】 【33.7％】 【34.4％】 【35.1％】 【35.2％】 【36.7％】

【15.3％】

【37.4％】
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図表６ｰ① 賃金の変化（2009年～2014年のきまって支給する現金給与額の変化）

学歴計 男女計 学歴計 男 学歴計 女

○ 2009年から2014年にかけて、賃金は年齢計では上昇しているものの、40～44歳層で低下しており、特に男性
の大学・大学院卒の低下の寄与が大きい。

○

資料出所：厚生労働省
「賃金構造基本統計調査」
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図表６ｰ② 賃金の変化（2009年～2014年のきまって支給する現金給与額の変化）
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平成24年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○ 我が国は人口減少局面に入っている。

人口（万人）

生産年齢
人口割合

50.9%

高齢化率
39.9%

合計特殊
出生率
1.35
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4,000

6,000
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1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

生産年齢人口（15～64歳）割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口

61.3%
※１

26%
※１

1.42
(2014)

12,708万人※１

11,662

3,685

6,773

1,204

8,674

3,464

4,418

791

（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」 ※１ 総務省「人口推計」

図表７ 日本の人口の推移
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計画的なＯＪＴを実施した

いずれも実施していない

新入社員の能力開発（正社員、事業所規模別）

資料出所：厚生労働省「能力開発基本調査」 （注）特段記載のないものは、平成26年度の調査。

図表８ 能力開発の現状について

○
○ 企業の教育訓練費や、自己啓発に取り組む労働者の割合は減少傾向にある。自己啓発については、特に若年層で、「どのよ
うなコースが自分の目指すキャリアに適切かわからない」「自分の目指すべきキャリアがわからない」といった回答が多い。

○ 企業による能力開発は、事業所規模が小さくなるほど実施割合が低くなっている。
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自己啓発の結果が社内で評価されない

自分の目指すべきキャリアがわからない
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自己啓発に問題があるとした労働者の問題点（正社員）
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（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」（平成26年平均）
（注） １）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。

２）不本意非正規：現職の雇用形態（非正規雇用）についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者。
割合は、非正規雇用労働者のうち、現職の雇用形態についた主な理由に関する質問に対して、回答をした者の数を分母として算出している。

男女計 男性 女性

人数
（万人）

割合
（％）

人数
（万人）

割合
（％）

人数
（万人）

割合
（％）

全体 ３３１ １８．１ １６０ ２７．９ １７１ １３．６

１５～２４歳 ３３ １５．１ １４ １４．４ １８ １５．３

２５～３４歳 ８０ ２８．４ ４０ ４３．０ ４０ ２１．２

３５～４４歳 ７０ １８．７ ３０ ４６．２ ４０ １２．９

４５～５４歳 ６５ １８．３ ２５ ４８．１ ４０ １３．２

５５～６４歳 ６６ １６．９ ３８ ２６．０ ２８ １１．４

６５歳以上 １９ ８．８ １３ １０．７ ６ ６．３

○ 「不本意非正規」を年齢別・性別にみると、男性では25～34歳、35～44歳、45～54歳で、女性では、25～34歳で
割合が高い。

図表９ 「不本意非正規」の状況（年齢階級別）平成26年平均

○
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○ 中小企業においては、応募者の能力・資格面が雇用者側の要求水準を満たさないことがミスマッチの最大の
理由となっている。

図表10 求人側からみたミスマッチの理由 中小企業データ

（資料出所）商工中金「雇用のミスマッチ等についての中小企業の認識調査」（2012年1月調査）
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（資料出所） 総務省統計局「労働力調査特別調査」（1980年～2001年）、「労働力調査（詳細集計）」（2002年～2010年、2012～2014年）より作成
（注） １） 「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、夫が非農林雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。

２） 「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林雇用者の世帯。
３） 1985年以降は「夫婦のみ世帯」、「夫婦と親からなる世帯」、「夫婦と子供からなる世帯」及び「夫婦、子供と親からなる世帯」のみの世帯数。
４） 「労働力調査特別集計」と「労働力調査（詳細集計）」とでは、調査方法、調査月などが相違することから、時系列比較には注意を要する。

図表11 共働き世帯数と男性のみ雇用労働者である世帯数の推移

○○共働き世帯は増加傾向であり、1990年代からは専業主婦世帯を上回っている。
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図表12 企業が採用活動で利用している採用・募集ルートで効果が高いもの

資料出所：みずほ情報総研（株）「「人材の確保と離職防止」に関するアンケート調査」（2014年度厚生労働省職業安定局委託事業）

○ 企業が採用活動で利用している募集・採用ルートで1番目に効果が高いものとして、
正社員の中途採用では、「ハローワーク（30.8％）」「求人媒体（Web:就職サイト等）（11.3％）」「人材サービス会社（民間の
職業紹介機関）（11.2％）」となっており、非正社員の採用では「ハローワーク（30.5％）」「求人媒体（紙：就職情報誌・新聞
折り込みチラシ等）（13.8％）」「人材サービス会社（民間の職業紹介機関）（6.9％）」となっている。
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図表13 年齢階級別就業者数の推移と見通し

（１）経済成長と労働参加が適切に進まないケース （２）経済成長と労働参加が適切に進むケース

（資料出所）1990年と2010年の実績値は総務省「労働力調査」(2010年は平成22年（新）基準人口による補間補正値。2010年における70歳以上の年齢階級は、総務省によるベンチマーク人口の
基準切替えに伴う補間補正の方法を参考に（独）労働政策研究・研修機構推計)、2030年は（独）労働政策研究・研修機構推計

○ 経済成長と労働参加が適切に進むケースでは、２０３０年の６０歳以上の高年齢層の就業者数は、２０１０年や１９９０年
に比べて多くなる見込みである。（60歳以上：1990年715万人、2010年1141万人、2030年1408万人）
また、３４歳以下の若年層については、人口が減る影響で、２０３０年の就業者数は２０１０年に比べ減少するものの、女

性の減少度合いは相対的に小さい。（34歳以下：1990年1994万人、2010年1738万人、2030年1512万人）
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（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注） 事業所規模5人以上

（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注） 事業所規模5人以上

年間総実労働時間は減少傾向で推移しているが、これは一般労働者（パートタイム労働者以外の者）につい
てほぼ横ばいで推移するなかで、平成８年頃からパートタイム労働者比率が高まったこと等がその要因と考えら
れる。

なお、平成２１年には、前年秋の金融危機の影響で製造業を中心に所定内・所定外労働時間がともに大幅に
減少した。
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図表14 年間総実労働時間の推移

○ 就業形態計の年間総実労働時間は減少傾向で推移しているが、これは、パートタイム労働者比率が高まった
こと等がその要因と考えられる。
○ 一般労働者の年間総実労働時間は、2000時間を超える水準で推移している。

○

平成27年度 雇用政策研究会報告書 参考資料



平成１６年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年

週６０時間以上の者
６３９万人 ４７６万人 ４９０万人 ４７４万人 ４６４万人

１２．２％ ９．３％ ９．１％ ８．８％ ８．５％

週３５時間以上

週６０時間未満の者

３３５４万人 ３２２７万人 ３４１２万人 ３３２７万人 ３２８４万人

６４．０％ ６３．２％ ６３．７％ ６１．６％ ６０．５％

週３５時間未満の者
１２３７万人 １３８５万人 １４３６万人 １５６８万人 １６５１万人

２３．６％ ２７．１％ ２６．８％ ２９．０％ ３０．４％

合 計 ５２４３万人 ５１０５万人 ５３５９万人 ５３９９万人 ５４３２万人

３０代男性で週労働時間６０時間以上の者

平成１６年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年

３０代男性で週６０
時間以上の者

２００万人 １４１万人 １４４万人
１３５万人

（１２４万人）

１２６万人

（１１５万人）

２３．８％ １８．４％ １８．２％
１７．６％

（１７．２％）

１７．０％

（１６．５）％

※ 資料出所：総務省統計局「労働力調査」（平成２３年は岩手県、宮城県及び福島県を除く）

※ 上の表は雇用者についてのもの。ただし、「３０代男性で週労働時間６０時間以上の者」については、雇用者だけでなく自営業主と家族従業者を含んだ数

値により作成。なお、平成２５、２６年の括弧内については、雇用者のみの数値により作成。

図表15 週労働時間別雇用者数の推移

○ 週の労働時間が６０時間以上の者の割合は、全体では近年低下傾向で推移し、１割弱となっているが、
３０代男性では１７．０％と、以前より低下したものの高水準で推移している。
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（資料出所）OECD「iLibrary」

（時間）

○年平均労働時間 ○長時間労働者の構成比（週当たりの労働時間）

（資料出所）ILO「ILOSTAT Database」

＜注＞

※ 年平均労働時間は、2013年の各国の就業者一人当たりの年間
労働時間（韓国のみ2012年）を示す。データは、OECD「iLibrary」
による。

＜注＞
※ 長時間労働者の構成比については、2013年の各国の就業者一

人当たりの週労働時間を示す（韓国のみ2012年）。データは、ILO
「ILOSTAT Database」（日本人は総務省「労働力調査」）による。

※ 就業時間不詳の者がいるため、計100％とはならない（日本、イ
ギリス、フランス）。
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図表16 年平均労働時間と長時間労働者の各国比較

○ 日本は欧米諸国と比較して、年平均労働時間が長い。
○ また、時間外労働（40時間/週以上働いている）者の構成割合が高く、特に48時間/週以上働いている労働者
の割合が高い。
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図表17 年次有給休暇の取得率等の推移

○ 年次有給休暇の取得率については、依然として５割を下回る水準で推移している。
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資料出所：厚生労働省「就労条件総合調査」（平成11年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による）
（注） １） 「対象労働者」は「常用労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者である。

２） 「付与日数」には、繰越日数を含まない。「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。
３） 平成18年以前の調査対象：「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」→平成19年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営企業」
４） 平成26年分は、時系列比較可能なデータを利用。



図表18 長時間労働と健康

資料出所：「従業員の労働時間と休暇に関する調査（労働者調査）」（2013年）

○

○ 労働時間が長くなるほど、健康状態について「よい」と感じる割合が低下していく。
○ 長時間労働が続いた場合、「メンタルヘルスに悪影響を及ぼす」、「生活時間を十分に確保できなくなる」、
「仕事への意欲が低下する」、「生産性や創造性が低下する」と考えられる。

資料出所：「従業員の労働時間と休暇に関する調査（企業調査）」
（2013年）
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資料出所：「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査報告書」（平成26年5月内閣府）
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（複数回答）【母数：正社員】

（企業）

図表19 長時間労働と人事評価等

○

○ 残業削減に効果的だと思われる取組としては「計画的な残業禁止日の設定」「上司からの声かけ」「短時間
で質の高い仕事をすることを評価する」「担当がいなくとも他の人が仕事を代替できる体制づくり」「業務時間外
会議の禁止」「部下の長時間労働を減らした上司を評価する仕組み」等が多く挙げられている。
○ 一方、人事評価において、効率的業務遂行がプラスに評価されている企業は少ない。
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○ 夫の家事・育児時間が長いほど、出産後の妻の就業継続割合が高い傾向にある。

図表20 子どもがいる夫婦の夫の平日の家事・育児時間別にみた妻の就業継続の有無

（資料出所）厚生労働省「第１２回２１世紀成年者縦断調査」（２０１３年）
（注）１）集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該当するこの１１年間に子どもが生まれた同居夫婦である。

①第１回から第１２回まで双方が回答した夫婦
②第１回に独身で第１１回までの間に結婚し、結婚後第１２回まで双方が回答した夫婦
③妻が出産前に仕事ありで、かつ、「女性票」の対象者である

２）１１年間で２人以上出生ありの場合は、末子について計上している。
３）総数には、家事・育児時間不詳を含む。
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資料出所：厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査（企業調査）」平成24年
（注）選択肢からの複数回答であることに留意。 ｎ＝2937

図表21 パワーハラスメントの現状

資料出所：厚生労働省「個別労働紛争解決制度施行状況」

○
○ 都道府県労働局等に設置した総合労働相談コーナーに寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は年々増加している。
○ パワハラが職場や企業に与える影響として考えられるものを企業に尋ねたところ、「職場の雰囲気が悪くなる」「従業員の心の
健康を害する」「従業員が十分に能力を発揮できなくなる」「職場の生産性が低下する」等を回答する企業が多い。

パワハラが職場や企業に与える影響都道府県労働局等への相談件数
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図表22 日銀短観（雇用人員判断D.I. 産業別）～過去、有効求人倍率が1倍を超えた時期との比較～

○ 過去と比較して、今回は製造業と非製造業との乖離が大きくなっていることが特徴。
○ 今回は特に、建設やサービス業で不足感が強い。

（資料出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
(注）１） ％ポイントは「過剰」－「不足」にて算出。
２）産業分類の変更があるので、厳密な比較ではないことに留意。
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足下についてみると、
○ 正社員等は、「建設業」「運輸業,郵便業」「医療,福祉」等で不足感が強い。
○ パートタイムは、「運輸業,郵便業」「卸売業,小売業」「宿泊業,飲食サービス業」「医療,福祉」等で不足感が強い。
※産業分類・内容が変更されているので、過去との比較には注意が必要。

（資料出所）厚生労働省「労働経済動向調査」
（注）1987年～1990年及び2004年～2007年の実線は「常用」、2011年～2015年の実線は「正社員等」である。

常用：雇用期間を定めないで雇用されている者をいい、パートタイムは除く。なお、派遣労働者は含まない。
正社員等：雇用期間を定めないで雇用されている者または1年以上の期間の雇用契約を結んで雇用されている者をいい､パートタイムは除く。なお、派遣労働者は含まない。

図表23 産業別・雇用形態別労働者の過不足状況
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資料出所：(財) 社会福祉振興･試験センター「平成24年度社会福祉士･介護福祉士就労状況調査」

意 便待 事 待 待 待 意 意 意 事 意事 事 事 事

回答の分類： 個人の意識・意欲､ 便利さ､ 待遇・労働環境、 事業所･経営者のマネジメント意 便 待 事

図表24 過去働いていた職場をやめた理由（介護福祉士：複数回答）

○
○ 離職理由では「結婚・出産・育児」「労働環境・雇用管理の在り方」「収入が少ない」 「心身の不調、腰痛等」
「将来の見通しが立たない」等が多くなっている。
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図表25 介護職員の賃金

男女計 男 女

平均年齢 勤続年数

きまって
支給する
現金給与
額

構成比 平均年齢 勤続年数

きまって
支給する
現金給与
額

構成比 平均年齢 勤続年数

きまって
支給する
現金給与
額

（歳） （年） (千円） （％） （歳） （年） (千円） （％） （歳） （年） (千円）

産
業
別

産業計 42.1 12.1 329.6 67.2 42.9 13.5 365.7 32.8 40.6 9.3 255.6

医療,福祉 40.7 8.0 294.5 28.4 40.1 8.3 366.5 71.6 40.9 7.9 266.0

社会保険・社会福祉・介護事業 41.2 7.1 240.0 29.3 39.5 7.0 267.3 70.7 41.8 7.1 228.7

職
種
別

医師 40.8 5.2 892.7 71.1 42.0 5.3 955.4 28.9 38.0 4.8 738.3

看護師 38.9 7.7 329.0 10.0 36.3 6.8 329.7 90.0 39.2 7.8 329.0

准看護師 47.2 10.5 286.2 10.8 42.9 11.3 311.4 89.2 47.7 10.5 283.2

保育士（保母・保父） 34.8 7.6 216.1 6.6 31.4 6.3 239.4 93.4 35.1 7.7 214.4

介護支援専門員
（ケアマネ－ジャー）

46.9 8.0 262.9 26.4 41.1 7.6 282.0 73.6 49.0 8.1 256.0

ホームヘルパー 44.7 5.6 220.7 24.8 39.0 4.1 229.8 75.2 46.6 6.1 217.7

福祉施設介護員 39.5 5.7 219.7 33.6 36.2 5.4 233.4 66.4 41.2 5.9 212.8

資料出所：厚生労働省「平成26年賃金構造基本統計調査」 （注）賃金カーブは、「所定内給与額×１２＋年間賞与その他特別給与額」により算出したもの。

○
○ 平均年齢・勤続年数に違いがあり、単純な比較はできないが、介護職員の平均賃金の水準は産業計と比較
して低い傾向にある。なお、介護職員の勤続年数は産業計と比較して短い傾向にある。
○ 介護職員について、勤続年数・経験年数別にみた賃金は、年数に応じて上昇している。
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資料出所：厚生労働省「主な人手不足職種に関するハローワーク求職者の免許・
資格の保有状況（労働市場分析レポート第３号）」
厚生労働省職業安定局「保育士資格を有しながら保育士としての就職
を希望しない求職者に対する意識調査」（平成25年）

図表26 保育士の就業しない理由

【保育士としての就業を希望しない理由（複数回答）】

○ 保育士資格をもつハローワークにおける求職者のうち約半数が保育士としての就業を希望していない状況に
あり、就業を希望しない理由としては、「賃金が希望と合わない」「休暇が少ない・休暇がとりにくい」「就業時間
が希望と合わない」「責任の重さ・事故への不安」「保護者との関係が難しい」といったものが多くなっている。
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図表27 建設投資の推移

（資料出所）国土交通省「建設投資見通し」
（注）平成24年度まで実績。平成25年度・26年度は見込み、平成27年度は見通し。

（年度）

○ 建設投資額は、ピーク時の平成4年度：約84兆円から平成22年度：約41兆円まで落ち込んだが、その後増加
に転じた。なお、平成27年度は約48兆円となる見通し。

（兆円）
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○建設業就業者： 685万人（H9） → 498万人（H22） → 505万人（H26）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 28万人（H26）

○技能労働者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  341万人（H26）

技能労働者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行
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全産業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）

建設業：約３割が５５歳以上

建設業：２９歳以下は約１割

（※平成２３年データは、東日本大震災の影響により推計値。）

○ 建設業就業者は、55歳以上が約34％、29歳以下が約11%と高齢化

が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成25年と比較して

55歳以上が約2万人増加、29歳以下が約3万人増加（平成26年）

図表28 建設分野における就業者の現状

○ 技能労働者数は、平成９年の４５５万人をピークとして平成２２年には３３１万人まで減少。しかし、その後は増加に転じ、平成２６
年には３４１万人で１０万人増加。

○ 建設就業者の高齢化が進行していたが、平成２６年は若年労働者の割合が増加。
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図表29 運輸業（自動車運送事業等）の現状について

（資料出所）国土交通省「自動車運送事業等における労働力確保対策について（平成26年７月）」より

○ 女性比率が非常に低く、40歳未満の若い運転者も少ない。
○ 労働時間が全産業と比較して１～２割長い一方で、年間所得は１～４割低い。
○ 若者の新規参入が少なく、高齢化していく構造にあり、現役世代が引退した後、深刻な労働力不足に陥る

おそれがある。
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図表30 人口移動 地域ブロック別転入・転出超過数の推移（昭和29年～平成26年）男女計

○ 人口移動の状況をみると、地方圏から南関東への転入が続いている。

（資料出所）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」

ここでは、以下のように定義している。
○北海道 北海道 ○東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 福島県
○南関東 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 ○北関東・甲信 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
○北陸 新潟県、富山県、石川県、福井県 ○東海 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
○近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 ○中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
○四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 ○九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
○沖縄 沖縄県
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資料出所：内閣府「地域の未来ワーキング・グループ報告書」参考資料より

図表31 地方別 企業本社の立地状況
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図表32 都道府県別 賃金（年収ベース：平成26年）

○ 賃金が全国平均を上回るのは、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府など、3大都市圏のみとなっている。

（資料出所）厚生労働省「平成26年賃金構造基本統計調査」
（注）１）年収＝（きまって支給する現金給与額）×１２＋年間賞与その他特別給与額 としている。

２）所定外給与額＝きまって支給する現金給与額－所定内給与額 としている。

（万円）

全国平均
480万円
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図表33 消費者物価地域差指数（平成26年）

○ 都道府県毎の物価指数をみると、最も高いのは東京都の105.3で、次いで神奈川県が103.6となってい
る。 一方、最も低いのは宮崎県の95.9で、次いで長野県が96.9となっている。
なお、東京都は鹿児島県に比べ9.8％高くなっている。

（資料出所）総務省統計局「小売物価統計調査」

（全国平均＝100） 持家の帰属家賃を除く総合
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図表34 都道府県別 通勤時間

○ 東京圏や近畿では通勤時間が長い者の割合が、他の地域に比べて高くなっている。

（資料出所）総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査（確報集計）」
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図表35 都道府県別 住環境～家賃、家の広さ～

○ １畳当たりの家賃・間代を都道府県別にみると、東京都が5018円で、全国平均の約1.64倍となっている。
○ 一方、1住宅当たり延べ面積は、東京都は63.54㎡で、全国平均の約0.68倍となっている。

（円／畳）

（資料出所）総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査（確報集計）」
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図表36－１ 人口移動 地域ブロック別・年齢階級別 転入超過・転出超過数

○ 人口移動の状況を年齢別にみると15～24歳層での移動が最も多く、東京圏への移動が多い。

ここでは、以下のように定義している。
○南関東：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 ○北海道： 北海道 ○東北：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

（資料出所）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」
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図表36－２ 人口移動 地域ブロック別・年齢階級別 転入超過・転出超過数

ここでは、以下のように定義している。
○北関東・甲信： 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県 ○北陸：新潟県、富山県、石川県、福井県 ○東海： 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
○近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県

（資料出所）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」
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図表36－３ 人口移動 地域ブロック別・年齢階級別 転入超過・転出超過数

ここでは、以下のように定義している。
○中国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 ○四国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県 ○九州：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
○沖縄： 沖縄県

（資料出所）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」
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図表37 人口移動 進学・就職時の移動（平成26年3月卒）

○ 高卒就職時、大学進学時ともに、地方圏から東京圏への移動が圧倒的に多くなっている。

（資料出所）文部科学省「平成26年学校基本調査」
（注）１）数字（斜字除く）は、転入から転出を差し引いたネットの値。

２）黒太字は男女計、青字は男、赤字は女。

【大学進学時の地域間移動】【高卒就職時の地域間移動】

ここでは、以下のように定義している。
○東京圏 （埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） ○名古屋圏 （岐阜県、愛知県、三重県）
○大阪圏 （京都府、大阪府、兵庫県、奈良県） ○地方圏 （その他の36道県）

（単位：人） （単位：人）

東京圏

大阪圏 名古屋圏

地方圏
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6836 2815

2614
2048 566
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（参考）地方圏内進学者
（県内進学者含む）

163354
89775 73579

（参考）地方圏内就職者
（県内就職者含む）

103678
61173 42505
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図表38 地元（Ｕターン含む）就職を希望しない理由

○ 地元（Uターン含む）就職を希望しないと回答した学生に理由を聞いてみると、「都会のほうが便利だから」が
40.1％で最も多く、「志望する企業がないから（35.7％）」、「地域にとらわれず働きたいから（29.8％）」と続いて
いる。希望しない学生が将来的に地元（Uターン含む）就職を考えるかという問には約半数（48.5％）が「分から
ない」と回答している。

（資料出所）2016年卒マイナビ大学生Ｕターン・地元就職に関する調査 ※有効回答数 7,058名
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図表39 都道府県別 開業率・廃業率（平成24～26年度平均）

○ 地方において、廃業率が開業率を上回っている道県がみられる。

（資料出所）厚生労働省「雇用保険事業年報」

（％） （％）
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図表40 我が国の事業承継の形態
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資料出所：中小企業白書2014第3-3-10図より
(株)帝国データバンク「信用調査報告書データベース」、「企業概要データベース」再編加工。約160万社の企業情報において、代表者の変更年（就任年）及び

就任経緯が判明している企業のデータにより作成。（2012年で約15,000社）
（注）1.承継形態が「創業者の再就任」、「分社化の一環」、「出向」並びに「不明」の企業は除いて集計している。

2.「内部昇格」とは、経営者の親族以外の社内の役員や従業員が経営者に昇格することをいう。
3.「外部招へい」とは、当該企業が能動的に外部から経営者を招くことをいう。
4.「買収」とは、合併又は買収を行った企業側の意向により経営者が就任することをいう。
5.就任経緯は企業の申告による。したがって、他の会社から転ずる形で今の会社に入り、何年か働いた後に経営者に昇格した者も「内部昇格」に含まれて

いる可能性がある。

○ 我が国の事業承継の形態としては、依然として親族への承継が一番多く、内部昇格がその次に多い
が、外部からの招へいも近年は増加している。
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東京本社

制度の概要

移転型拡充型

① 地方拠点の当期増加雇用者数
１人当たり ５０万円/２０万円 を税額控除
（ただし、法人全体の増加雇用者数を上限）

② ①に加え、当該地方拠点における当期増加雇用者数
１人当たり ３０万円 の税額控除を追加
（※②は最大３年間継続。ただし、当該地方拠点の雇用者数又は
法人全体の雇用者数が減少した後は不適用）

地方拠点の当期増加雇用者数に対し以下のとおり税額控除
（ただし、法人全体の雇用者の純増数を上限）

★法人全体の雇用者増加率が１０％以上 １人当たり ５０万円
★法人全体の雇用者増加率が１０％未満 １人当たり ２０万円

30万 30万

１年目 ２年目 ３年目

初年度１人最大８０万円
３年間１人最大１４０万円

30万

50万

税額控除の
イメージ

地域再生法の改正を前提に、雇用者数が増加した場合の税額控除制度（雇用促進税制）について、次の拡充を行う。

地方にある企業の本社機能等の強化を支援 東京２３区からの移転の場合、拡充型よりも
支援措置を深掘り

以下の要件を満たす計画を自治体が策定し国が認定
1. 地域要件：東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部を除く地域で
あって、単独自治体、又は地域連携により概ね人口10万人以上の
経済圏を構成し、一定の事業集積が認められる地域

2. 本社機能の受入促進策を講じていること

以下の要件を満たす計画を自治体が策定し国が認定
1. 地域要件：東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部を除く全地域
2. 本社機能の受入促進策を講じていること

地域の事業所

地域の事業所

雇用者

雇用者

新規雇用

地域の事業所

新規雇用

地域の事業所

雇用者

雇用者

東京から
の移転

雇用者

適用対象

適用対象

従来の雇用促進税制
適用要件
・適用年度中に雇用保険一般被保険者の数が5人（中小企業は2人）以上かつ
10％以上増加
・適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度における「支払給与額」が、その前事業年度よりも、一定以上増加 等

措置内容 雇用増加人数１人当たり40万円の税額控除

地方活力向上地域特定業務施設整備計画（知事認定）
地方活力向上地域特定業務施設整備計画（知事認定）

図表41 地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の創設
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